
土地区画整理法第１０３条第１項の規定による北部大阪都市計画事業水と緑の健康都

市特定土地区画整理事業の一部の権利者に対する換地処分通知は，送付を受けるべき者が

受領を拒んだので，同法第１３３条第１項及び同条第２項において準用する同法第７７条

第５項の規定により当該通知書の送付に代えて，その内容が当該土地区画整理事業施行地

区内の大阪府箕面市森町中一丁目１番６号にある施設（箕面森町地区センター）壁面に掲

示されています。 

 令和２年５月１日 

京都市長 門川 大作 

 書類の送付を受けるべき者 

氏名 最後の住所 土地の表示 

奥山 正人 京都府京都市右京区西院日照町１１２番地 

サーパスシティ西院日照町３０８号 

箕面市下止々呂美２

５５番４ 

 

（総合企画局情報化推進室） 

 


